
っ

て

参
り
ま
し

た
。

一
、

私
達
は
、

J

れ
ま
で

大
阪
府
を
は
じ
め

貴
省
担
当
部
局
に

対
し
、

省
各
担
当
部
局
が

合
同
で

協
議
検
討
の

う
え

、

大
阪
府
担
当
部
局
と

共
に
、

①
、

医
師
・

看
護
婦
•
そ
の

他
医
療
ス

タ
ッ
フ
の

動
務
実
態

③
、

各
病
院
の

医
療
環
境

、

そ
の

他
処
遇
の

実
態

医
療
設
備
の

実
情

等
に
つ

き
、

予
告
な

く

同
時
一

斉
立
ち
入
り
検
査
を
実
施
さ
れ
る
よ

う

要
請
し

ま
す
。

第
二

、

要
請
の

理

由

実
態
や

医
療
法
違
反
等
の

重
大
な

人

権
侵
害
の

事
実
、

大
和
川
病
院
入

院
患

者
の

通

信
・

面
会
の

自
由
の

制
限
他
の

人

権
問
題
に
つ
い

て

種
々

な

指
摘
と

要
請
を
お
こ

な

④
、

大
和
川
病
院
の

入
院
患
者
の

通
信
・

面
会
制
限
の

実
態

②
、

入
院
患
者
に

対
す
る

治
療

、

円
生
病
院
（
大

阪
市
東
住
吉
区
住
道
矢
田
一

ー
i

ハ
ー

三

所
在
）

三

病
院
の

医
療

の
一＿一

病
院
に

対
し
、

貴

和
川
病
院
（

柏
原
市
高
井
田
四
ー

四
ー

一

所
在
・

旧
名
医
療
法
人

安
田

会
）

、

同
大

版

-

I

五

所
在
）

、

医

療
法
人

北
錦
会
大

第
一

、

記

保
険
局
医
療
指

導
監
査
室

健

康

政

策

局

指

導

課

要
請
の

趣

旨

安
田
病
院
（
大

翫
市
住
吉
区
長

居
東
四
ー

一

御
中

御
中

大
臣
官
房
陣
害
福

祉
部
精
神
保
健

福
祉
課

御
中

大

臣

官

房

総

務

課

御
中

厚

生

省

F

A

X
 

一

六
五
ー

九
六
八

五

ti
 0

六
1
-
―

-

＿

＿

＿-
I

O
O

五

六

事
務
局
長

山

本

深

雪

代
表

弁
護
士

里

見

和

夫

大

阪

精

神

医

療

人

権

セ

ン

タ

ー

大
阪
市
北
区
西
天
満
五
ー

九
ー

五

谷
山
ビ
ル

八

階

一

九
九
六

年
（

平
成
八

年
）

立

入

検

査

要

望

書

安
田

病
院
ほ
か
二

病
院
に

対
す
る

八

月

日
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ら
れ
る
ま
ま
行
く
実
態
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、

貴
省
や
大
阪
府
の
指
導
の
下
、

公
衆
電
話
機
の
設
置
や
夕
食
時
間
帯
の

一

九
九一｝一
年
九

三
病
院
へ
の
同
時
立
ち
入
り
検
査
も
実
施
さ
れ
、

の
改
善
指
導
等
も
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

次
ぐ
患
者
・
朦
員
等
か
ら
の
投
書
や
電
話
等
か
ら
判
断
し
ま
す
と
、

右
の
三
病
院
の

「
真
実
の
医
療
実
態
」

が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
現
実
が
横
た
わ

っ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
こ
れ
ま
で
、

右
の一――
病
院
が
包
含
す
る
医
療
法
上
、

人
権
上

我
々
の
調
査
で
は
、

大
和
川
病
院
は
五
0
0
床
弱
で
基
準
看
護
「、＿
八
対
一
」

病
院
と
か
け
も
ち
で
週
三
日
勤
務）
、

一

名
の
み
で
す

実
質
皐
員
名
簿
）
。

看
護
資
格
を
有
す
る
者
は
、

全
病
棟
内
で
一

六
名
で
あ
り
、

内

常
勧
者
は
六
名
し
か
い
な
い
実
情
で
す
（
資
料
1

の
看
護
婦
が

付
箋
の
み
で
指
示
ー．
後
述
）

（
う
ち
二
名
は
安
田

右
三
名
の
う
ち
週
四
H
を
越
え
る
常
動
医
は

で
看
護
料
を
請
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

実
質
に
は
、

二
名
（
平
成
八
年
八
月
段
階
）

「
院
長
付
き
」

と
称
し
て
安
田
病
院
と
大
和
川
病
院
を
毎
日
往
復
す
る

レ
セ
プ
ト
用
紙
の

詰
所
で
カ
ル
テ
に
記
入
す
る
だ
け
の
行
為
し
か
行
わ
な
い
実
態
に
、

看
護
職
員
ら
か

「
あ
れ
は
医
療
行
為
で
は
な
い
」

と
の
声
が
こ
れ
ま
で
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
前
述
資
料
ー
、

資
料
2

ー
8
、

陳
述
書

た
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

偽
造
書
類
の
作
成
を
命
じ
ら
れ
た
者
も
二
名
（
資
料
5
、

の
人
た
ち
の
印
象
で
は
「
実
際
の
約

悟
近
く
の
知
ら
な
い
看
護
織
の
名
前
が
あ
っ

医
師
も
看
護
婦
も
患
者
も
右
の
三
病
院
間
で
、

廻
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
日
に
よ
っ
て
、

安
田
基
隆
院
長
か
ら
「
こ
ち
ら
へ
来
る
よ
う
」

命
じ

資
料
5
、

資
料
7
、

資
料
8
)

大
阪
円
生
病
院
で
も
、

資
料
11

看
護
婦
よ
り
の
手
紙）

（
資
料
1
、

資
料
2
、

資
料
3
、

患
者
数
三
三
0
名
弱
の
と
こ
ろ
、

陳
述
者
が
出
動
し
て
も

7
)

含
ま
れ
て
お
り
、

そ

そ
の
中
に
は
、

医
療
監
視
用
の

平
成
八
年
八
月
一
0
日
現
在
の
職
員
名
簿
）

（
資
料
4

と
り

い
る
も
の
の
、

実
際
に
医
師
の
診
察
行
為
は
行
わ
れ
ず
、

他
は
、

常
動
医
は
二
名
（
内
、

安
田
院
長
は
患
者
は
一

切
診
ず
、

安
田
病
院
で
は
、

患
者
数
二
六
0
名
で
基
準
看
護
「
老
基
m
」

と

「
四
B
補
10
」

右
同）
。

（
資
料
1

大
和
川
病
院
平
成
八
年
七
月
三
一

日
現
在
の
病
院
勤
務

る
と
こ
ろ
、

現
実
に
は
、

実
質
的
な
常
動
医
師
は一＿＿
名
で
あ
り

で
あ

二
、

医
師
及
び
看
護
ス
タ
ッ
フ
の
動
務
体
制
に
つ
い
て

の
諸
問
題
が
改
善
さ
れ
る
き
ざ
し
が
一

向
に
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、

J

の
よ
う
な
度
重
な
る
医
療
監
視
や
改
善
指
導
に
も
係
わ
ら
ず
、

相

月
に
は
、

J

れ
に
伴
う
医
療
実
態

云『
か
ら
五
時
へ
の
変
更
等
一

定
の
変
化
も
あ
り
ま
し
た
。

更
に
、
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一
、

入

院

措
置
に
つ
い

て

ま

す
。

間
）

診

察
な
ど
の

医
療
行
為
を

行
え
る
医
師
は
一

名
し
か
お

ら

ず
、

院
じ

呼
ば
れ
る
の

で

週
二

S
三

日
し

か

出
動
し
て
き
て
い
な
い

実
情
と
な
っ

て
い

る

と
の

事
で

す
。

務
）

看
護
婦
一

S
二

名
の

動
務
体
制
で
あ
り
、

五

時
と

午
前
七
時
ー
九

時
の

時
間
帯
に
は
、

7
、

資
料
8
)

大

和
川
病
院
の

職
員
や
患
者
の

供
述
に
よ
る
と
、

窪
医

師
が

主

治
医
と
な
っ

て
い

る

現
状
の

よ
う
で

す
。

て

く
る

も
、

連
れ
て
き
た

人
へ

の

応

対
を
し
て
い

る
よ
う
で

す
。

の

看
裏
ス

タ
ッ

フ
が
一
、

こ
れ
ら
は
、

書
」

が

提
示
さ
れ
て
い

る
と
の

事
で

す
が
、

長

付
だ
っ

た

人
の

賃
金

台
帳
）

更
に
、

検
査

結
果
、

に
つ

い

て
、

入

院
患
者
は
、

出
動
者

名
一

覧
、

資
料
7

診

察
は
ほ

と
ん
ど
せ
ず
、

パ

ー

ト
の

帰
っ

た

後
の

午
後
四

時
S

看
護
婦
が
不
在
と
な
る
日

常
が

横
行
し

こ
の

よ
う
に

常
動
医
が
五

名
ほ
ど
い

る
か
の

よ
う
に

記

載
し

て

行
政

重
大
な
虚

偽
記
載
で
あ
る
と

考
え
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

B

棟
（
患
者
数
一

八
0

人
近
く
）

カ
ル
テ

精
神
療
法

欄
の

記
載
と

入

院
患
者
を

平
成
七
年
二

月
の
一

覧
表
）

。

明
ら
か
な

医
療
法
違
反
で
あ
り
、

基

準
看
護
連
反
、

税
額
0
の

分
で
あ
れ
ば
虚

偽
の

作
成
は

「
給
与
明
細
書
」

三
0

数
通
を
み
て

も
、

市

監
査
で
、

行
政

側
に

提
出
す
る

看
護
婦
の

診

断
書
(
X

線
写
真
、

血

液

心
電
図
を

含
む
）

を

提
出
す
る

際
、

実
際
に
い

な
い

看
護
婦
の

分
は

他
人
の

若
い

人
の

分
を

何
枚
も
心
電
図
や
X

線
写
真
を

撮
っ

て
、

っ

て
い

る

旨
、

現
場
に
い

た

畷
員
が

述
べ

て
い
ま

す
。

従
っ

て
、

医
師
及
び
看
護
ス
タ
ッ

フ
の

勧
務
体
制
（
病
棟
別
・

昼

夜
別
·

勧
務

時

提
出
書
面
に
基
づ

く
こ

と
な

く
、

（

誕
生
日
や

住
所
等
）

指
定
医
が
い
な
い

場
合
に
は
、

そ
の

医
師
も

安
田

病

陳
述

書
）
。

（

週
一

ー
三

日

動

（

資
料
4
、

資

料

A

棟
（

患

者
数
二
0
0

人

近

く

川

井
医

師
は

週
三

日

出
勧
し

ま
た

入

院
患
者
六
0

人
で

日

動

労
働
基

準
局
に

安
田

病
院

「

院

そ

れ

を
あ
て
が

（

資
料
5
、

面
談
臓
員
か
ら
の

聞
き

取
り

を
的
確
に

行
い
、

実
態
を
早
急
に

再
調
姦
す
る

必

要
が

あ
り

と
り
あ
え
ず
任
意
入

院
と
さ
れ
、

民
税
の

欄
は
ど
な
た
の

分
も
空

欄
と
な
っ

て
い
ま

す
。

（

資
料
15

7 
ヽ

8

参
照
）

可
能
で

す
。

私
達
に

寄
せ
ら
れ
て
い

る

対
す
る

届
け

出

義
務
違
反
で

す
。

大
阪
府
の

医
療
監
視
時
に

は
「
市
民
税

納
付
決

定

動
者
名
簿
、

資
料
8
ー

3

頁
、

資
料
13

二

名
の

日
が

現
状
で
も
続
い

て
い

ま

す
。

完
全

閉
鎖
病

棟
あ
り
。
）

は

春
日
医
師
が
、

に

提
出
さ
れ
て
い

る

名

簿
は
、

て
い

ま

す
。

内
科
を

標
榜
し
て
い

る

病
院
で
の
で
き
ご

と
で

す
。

患

者
数
が

六
一

名
の

詰
所
で

常
勧
看
護
婦
が
一

名
と
。ハ

ー

ト

（

資
料
3

（

資

料
1

、

出
は

西
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四
、

入
院
患
者
に
対
す
る
診
察
は
、

月
一

回
程
度
医
師
が
見
廻
り
に
来
る
く
ら
い
で

、

病
院
内
で
の
診
療
に
つ
い
て

（
退
院
患
者
の
訴
え
ー

貴
省
と
の
面
談
当
日
同
行
及
び
手
紙
持
参
）

上
も
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
と
な
っ

て
お
り
ま
す

c

意
入
院
患
者
は
開
放
病
棟
で
の
処
遇
や
閉
鎖
病
棟
に
お
い
て
も
で
き
る
だ
け
開
放
的

現
境
で
処
遇
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」

発
第
四
三
三
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
ま
す

。

一

方
、

即
ち

、

と
明
記
し
た
昭
和
六
三
年
四
月
六
日
付
健
医

医
療
保
護
入
院
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

指
定
医
の
診
察
は
な
か
っ
た
と
の
訴

（
資
料
8
1
4

頁
）

。

事
務
疇
員
・

看
護
婦
に
よ
れ
ば
、

直
接
患
者
を
診
察
し
て
い
な
い
野
村
四

郎
医
師
は
、

あ
た
か
も
自
ら
診
察
し
た
か
の
よ
う
に
カ
ル
テ
に
自
ら
の
サ
イ
ン
を
書

き
込
む
為
に
の
み

、

週
四
時
間
だ
け
大
和
川
病
院
に
在
院
し
、

指
定
医
の
診
察
は
な

か
っ
た
事
実
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す

。

隔
離
拘
束
権
限
を
持
つ
立
場
の
霊
大

又
、

警
察
に
保
護
さ
れ
た
人
が
釈
放
さ
れ
た
途
端

、

警
察
の
廊
下
や
裏
庭
や
玄
関

で
待
っ

て
い
る
大
和
川
病
院
の
保
安
数
名
が

、

医
師
の
診
察
も
な
い
ま
ま
に
拘
束
衣

こ
う
し
た
入
院
経
過
で
あ
り
な
が
ら
、

任
意
入
院
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す

。

精
神
医
療
審
査
会
へ
の
申
立
権
限
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

が
、

電
話
禁
止
に
さ
れ
よ
う
が

、

閉
鎖
処
遇
さ
れ
よ
う

ど
こ
に
も
訴
え
る
術
が
な
く
な
っ

て
い
ま
す
C

神
保
健
福
祉
法
の
悪
用
例
の
典
型
の
実
態
で
す

。

う
し
た
話
を
聞
き
ま
す
し
、

大
和
川
病
院
も
「
う
ち
は
八
割
が
任
意
入
院
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
、

精
神
保
健
福
祉
法

、

医
療
法
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
大
で
あ
り
、

診
察
ら
し
い
診
察
は
一

切
な
さ
れ
て
い
な
い
と
の
朧
員
の
訴
え
で
す

。

投
栗
は
患
者

を
診
察
も
問
診
も
し
て
い
な
い
病
院
の
安
田
院
長
が
三
病
院
の
分
を
レ
セ
プ
ト

の
み

人
権

う
し
た
患
者
さ
ん
が
た
ま
っ

て
い
る
現
状
で
す

。

で
取
る
と
い
う
行
為
に
出
て
い
ま
す

。

現
に
安
田
病
院
の
七

、

八
、

九
階
に
は
、

そ

‘

、

言
し

大
阪
円
生
病
院
や
安
田
病
院

、

平
野
区
の
松
井
記
念
病
院
に
転
院
措
置
を
車

更
に
、

病
院
側
に
退
院
の
申
し
入
れ
を
す
る
と
「
退
院
さ
せ
て
や
る
」

と
本
人
に

関
西
一

開
放
率
の
高
い
病
院
で
あ
る
」

と
公
言
し
て
い
ま
す

。

退
院
患
者
の
多
く
の
人
か
ら
、

で
は
、

を
被
せ

、

同
病
院
の
車
に
乗
せ
て
入
院
さ
せ
る
例
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん

。

性
は
全
く
省
み
ら
れ
て
い
な
い
現
実
で
す

。

え
が
殆
ど
で
あ
り
、

指
定
医
制
度
は
形
骸
化
し
て
い
ま
す

明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
す

。

)
れ
は

、

精
神
保
健
福
祉
法
の
精
神
に
基
づ
き
、

一

律
に
保
護
室
に
入
れ
ら
れ
、

こ 精
）

れ

「
任

後
日
医
療
保
護
入
院
の
手
統
き
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

- 8 - - 1 -
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に

明
ら
か
で

あ
る
が

、

そ
の

後
、

貴
省
が
一

九
九
五

年
九

月
に

出
し
た

「
患
者

ま
た
は

保
護
義
務
者
の

代
理

人
と
な
ろ

う
と

す
る

弁
護
士
と
の

面
会
」

に
つ

五
、

通

信
・

面
会
の

制
限
に
つ

い

て

・

ニ

五

条
に

抵
触
す
る
恐
れ
が

大
で

す
。

一

九
・

ニ
O
·

二

三

条
に

抵
触
し
、

従
っ

て
、

こ

れ
ら
の

状
況
か
ら

判
断
す
る
に

、

大
和
川
病
院
で
は

患
者
一

人
一

人
の

症

状
に

陳
述
し
て
い

ま

す
（

資
料
13

メ
モ

を

看
護

婦
に

渡
し
、

二

重
の

カ
ル

テ

状
態
を

実
務
的
に
こ

な
し
て
い

た
、

と

も

ど
は

そ
の

指

示
で

画
一

的
に
処

方
さ
れ
て
い

る

実
態
は

変
わ
っ

て
い

ま
せ
ん

。

（

資
料
4

S
9

よ

り
の

手
紙
）

フ
ロ

ア
の

患

者
の

口
に

次
か
ら

次
へ

と
流
し
て
い

く

作
業
の

怖
さ

を

訴
え
て
き
て
い

理

学

療
法
行
為
も
、

老
人
の

身
体
を
さ
す
る

等
さ
せ

、

夜
は
ベ
ッ

ト
の

上
で

患
者
と
な

る

実
態
の

よ

う
で

こ

れ
ら
は
、

医

療
法
第
六
四

条
一

項
に

抵
触
す
る
恐
れ

大
で
あ
り
ま
す

。

こ
の

よ

う
に

臨
床
と
は
無
関

係
に

投
薬
が
処

方
さ
れ
る

為
、

当
然

薬

漬
け
に
な

り

元
病

院

事
務
朦
員
は
、

指

示
し
、

「

出
し
す

ぎ
や

。

み

あ
っ

た

医

療
の

名
に

値
す
る

診
察
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
は

明
ら
か
で

す
。

こ

れ
ら

事
態
は
、

医
師
法
第
一

七
・

医
師
法
第
三
一

投
薬
内
容
は

患
者
を
診
察
し
て
い
な
い

安
田
オ
ー

ナ
ー

が

あ
ん
な
に

薬
出
し
た
ら
あ
か
ん
」

と

現

場
で
の

判
断
を
し
て

元
病
院
職
員
よ
り
の

聴

取
書
）

精

神
保
健

福
祉
法
及
び
そ
の

運

用
上
面
会
制
限
が

絶
対
的
に

禁
止
さ
れ
て
い

る

い

て
、

大
和
川
病
院
が
違
法
に

面
会
拒
絶
に

出
た
こ
と
は

既
に

送

付
し
て
き
た

文

書

「
通

信
・

面

会
の

自
由
の

保
障
に

関
す
る
疑

義
照
会
へ

の

回
答
並
び
に

通
知

書
」

を

受
け
た

後
に

レ
セ

プ

ト

請
求
も
そ

れ
に

基
づ
い

て

行
わ
れ
る
の

で
、

パ

ー

ト
の

医
師
な

や

す
く
、

ま
た

医
師
法
第
ニ
―
一

条
に
違
反
し
て
処

方
箋
も

交
付
さ
れ
ま
せ
ん

。

す
。

又
、

入

院
患
者
に
ガ
ー
ド
マ
ン
の

服
を

昼

間

着
用
さ
せ
て

、

ま

す
。

名
札
は
つ

い

て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

付
添
い

婦
等
も
、

私
達
も
三

病
院
に

訪
問
し
、

配
膳
行
為
を

幾
度
も
こ
の

目
で

目

撃
し
て
い

ま

す
が

、

作
る
よ

う

指
示
も
さ
れ
て
い

な
い

と
の
こ

と
で

す
。

そ

う
し
た

（

資
料
1
、

ミ

キ
サ
ー

で

粉
砕
し
て
そ
の

資
料
12

栄
養
士

し
て
い

る
そ

う
で

す
が

、

実
態
は
、

「

特
別
食
」

は

作
る

人

手
も
お
ら

ず

更
に

、

治

療
の

為
に
「

特
別
食
L

が

配
食
さ
れ
て
い

る
よ

う
に
レ
セ

プ

ト
上

請

求

安
田

院
長
か
ら
の

指

示
付
箋

、

資
料
11

看
護
婦
よ
り
の

手
紙
）

陳
述
書

、

資
料
10
ー

1

s
4

レ
セ

プ

ト

用
紙
に

貼
ら

れ
て
い

る

見
て

、
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ー
と
の

事
で
す

。

の ら-

-

0

階
会
議
室

7 
ヽ

8
)
 

（

今
年
八

月
に
は
、

五

階
）

に

集
め
ら
れ

、

安
田
基

隆
院
長
の か

「
こ

れ
で
は
医
療
現
場
で
は
な
い
」

「
こ
の

ま
ま
で
は

怖
す
ぎ
る
」

と

職
員
や

患

六
、

右
三

病
院
の

前
記
実
態
が

継
続
し
え
た

方
策
の

実
態

方
策
を

真

摯
に

考
え
て

頂
く
よ

う
要
請
し
ま
す

。

省
の
一

九
八
八

年
の

「
通
信
面
会
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

貴

r

九
九
五

年
一

（

資
料
1

)

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」

ら
れ
た

時
に

は
、

一

日
も
早
く
、

能
と
な

る
よ

う
、

日
曜
8
や

祭
日
の

面
会
が

可

処
分
）

こ
の

条
項
が

破

（

例
•

新
規
患
者
の

受
入
れ

停
止

、
。

う
っ

力

入
院
患
者
の

持
つ

人
と
し
て
の

当
た
り

前
の

一

月
一

0

日
、

今
年
七
月
頃
か
ら
、

「
お

断
り
し
ま
す
」

と
の

み

言

面
談
当
日
持

参
）

の

紙
が

張
り
つ

け
ら
れ
る

為
、

患
者
は
使
用
不
能
と
な
る
環
境
に
お
か

さ

れ
る
よ

う

幾
度
と
な

く
達
法
行
為
を

繰
り
返
す
こ

う
し
た

病
院
で

、

そ
の

日
に

行
政
吏
員
が

現
場
に
き
て

患
者
本
人
の

意
思
を
確
認
す
る

行
為

や

課
長
通
知
―

二

八

号
＼

―
――1
0

号
は
単
な
る

空

文
な
の

で
し
-
6

こ

う
し
た

面
会
の

自
由
こ
そ
、

権
利
が
ど
れ
ほ
ど

守
ら
れ
て
い
る
か

を
端
的
に

現
す
も
の

で
あ
り
、

現
状
以
上
の

毅
然
と
し
た
態
度

を
と
っ

て
然
る
べ

き
だ

と
思
料
し
ま
す

。

通
常
の

面
会
が

可
能
と
な
る
よ

う
、

面
会
時
間
も
一

回
一

0

分
S

一

五

分
と

制
限
さ
れ
な
い
よ

う
、

こ

れ
ま
で

述
ぺ

て
き
た
よ

う
な

違
法
な

実
態
が

、

の

精

神
を

守
ら
せ
る

な
ぜ

行
政
に

十
分
把
握
さ
れ

ず

者
た
ち
が

私
達
に

訴
え
て

く
る

事
態
が

継
続
し
て
い
る
の

で
し
ょ

う
か

。

こ
の

疑

問

に
つ
い

て

験
員
自
身
の

経
験
し
た

事
実
か
ら
次
の

よ

う
に

述
べ

て
い

ま
す

。

大

阪
府
よ
り
医
療
監
査
の

連
絡
が
二

週
間
程
前
に

あ
る
と
、

安
田
病
院
の

院

長

安
田
基
陰
氏
（
大
和
川
病
院
や

大
阪
円
生
病
院
で
は

会
長
と

呼
ば
れ
て
い
る
）

「

院
長

付
き
」

と
呼
ば
れ
て
い
る

看
護
婦
と
二

s
-――

名
の

職
員
が

、

安
田

病
院

指

示
の

下
、

右
三

病
院
の

全

部
の

架
空
の

書
類
作
成
作
業
が

深
夜
ま
で
行
わ
れ
る

（

資
料
5
、

を
何
故
行
え
な
い
の

で
し
ょ

う
か
。

一

九
八
八

年
、

貴
省
が

出
し
た

「
通

信
面
会
の

れ
た

時
、

現
実
に

面
会
が

遮

断
さ

で

す
。

一

方
で

、

午
後
に
な
る
と
全

館
の

公
衆
電
話
に

「
点
検
中
」

本
人
の

相
談
し
た
か
っ

た
内

容
が

話
せ

る
爛
境
で
は
全
く
あ
り
ま
せ

ん
。

わ
せ
る

行
為
に

及
ん
で
い

ま
す
。

（

資
料
14

写
真

、

思

確
認
を
病
院
の

男
性
職
員
一

0

数
人
が

囲
む
中
で

月
三

日
の

面
会
申
し
入
れ
に

対
し
、

門
扉
内
に

入
れ
る

事
す
ら
拒
否
し
、

お
い

て
、

大
和
川
病
院
側
は
、

二

月
二

八
日
、

J

れ
で

は
、

本
人
の

意

一

九
九
六

年
四

月
二

四
日
、

よ
り
陰
湿
な

面
会
拒
絶
の

行
為
に

出
て
い

ま
す

。

六
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さ
れ

、

看
護
婦
以
外
の
者
が
ナ
ー

ス
帽
を
被
ら
さ
れ 、

そ
し
て

、

実
際
の
監
査
当
日
に
は

、

安
田
基
隆
院
長
の
命
令
で

、

三
病
院
の
中

で
、

監
査
対
象
で
な
い
病
院
か
ら
看
護
婦

、

看
護
補
助
者

、

付
添
婦
ら
が
駆
り
出

別
人
の
名
札
を
つ
け
さ
せ

っ
て
い
る
よ
う
で
す

。

現
場
が
医
嶽
機
関
と
し
て
勧
め
た
い
職
場
で
な
い
が
故
に
、

載
員
の
入
れ
替
わ

り
は
速
く 、

慢
性
的
な
超
人
員
不
足
と
超
高
齢
化
の
為
に
、

よ
け
い
悪
循
潤
を
辿

主
任
だ
っ
た
人
が
自
宅
に
持
参
し
て
く
る
例
が
増
え
て
き
て
い
ま
す

。

未
払
賃
金
は
「

供
託
金
」

と
し
て
振
り
込
ま
れ
た
り
、

看
護
婦
免
許
証
は
現
塙
の

は
「
弁
護
士
を
依
頼
し
た
」

ヽ

と

カ

「
人
権
セ
ン
タ
ー

に
相
談
し
た
」

と
言
う
と
、

ず
、

院
長
に
渡
し
て

変
更
す
る
た
め

、

実
際
と
は
達
う
医
師
の
印
鑑
を
勝
手
に
押
し
て
訂
正
す
る
作
業

も
密
室
状
態
の
中
で
さ
せ
ら
れ
る
そ
う
で
す

。

「

契

約

金
」

と
交
換
し
、

（
資
料
5
、

こ
の
三
病
院
に
勧
務
す
る
看
護
婦
は

、

採
用
の
初
め
に
看
護
婦
免
許
証
を
安
田

現
物
の
免
許
証
は
r
預
か
り
』

と
さ
れ

る
為

、

退
職
し
た
く
て
「

退
職
届
け
」

を
出
し
て
も
看
護
婦
免
許
証
は
返
還
さ
れ

あ
き
ら
め
て
辞
め
て
い
っ
た
人
も
大
勢
い
る
よ
う
で
す

。

看
護
婦
免
許
証
の

返
還
請
求
訴
訟
も
五
件
相
談
を
受
け
た
こ
れ
ま
で
の
経
緯
も
あ
り
ま
す

。

最

近

で

7 
ヽ

8 
ヽ

9
)

。

同
様
に
、

右
の
「
架
空
の
医
師
出
動
簿
」

に
合
わ
せ
て

、

処
方
箋
の
医
師
名
を

で
す
が

、

現
在
ま
で
判
明
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か

。
）

同
一

人
物
が 、

三
病
院
全
部
を
ま
と
め
て
記
載
し
て
あ
る
為

、

筆
跡
で
判
る
は
ず

の
看
護
婦
や
看
護
補
助
者
に
行
わ
せ
る
そ
う
で
す

。

（
偽
の
病
棟
管
理
日
誌
は

、

作
業
や

、

間
違
っ

て
、

正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
印
鑑
を
消
す
作
業
を
院
長
付
き

次
い
で

、

右
の

ま
で
は
普
段
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
作
業
と
の
こ
と
で
す

。

私
達
が

[几
九
三
年
五
月
八
日
ヽ

撮
つ

た
ビ
デ
才
写
真
に
本
物
が
映
っ

て
O
た
が

田
病
院
で
は

、

手
書
き
で
複
写
式
の
一

覧
表
が
全
峨
種
通
し
て
事
務
所
に
置
い
て

大
段
事
務
員

峨
員
毎
に

、

)
こ

（
大
和
川
病
院
事
務
局
次
長）

が

て
い
る
人
）

に
よ
っ
て

、

「
架
空
の
出
動
籐
」

が
作
成
さ
れ

、

J

の
裏
付
け
用
に

あ
る
）

と
は
別
に
、

小
西
総
事
務
長
（
主
に
、

安
田
記
念
医
学
財
団
の
仕
事
を
し

左
端
の
部
分
の
カ
ー
ド

は
全
部
い
な
い
人
の
分
で
あ
る
と
の
事
）

ま
ず

、

医
療
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
は

、

実
際
の
タ
イ
ム
カ
ー
ド

（
た
ま
た
ま
、

や
出
勤
表
（
安

「
架
空
の
タ
イ
ム
カ
ー
ド

」

を
各

タ
イ
ム
カ
ー
ド

を
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
と
押
し
て
い
く
そ
う
で
す

。

「
架
空
の
出
動
籍
」

に
基
づ
い
て

、

実
際
に
は
い
な
い
医
師
や

看
護
婦
の
偽
り
の
印
鑑
を
「
偽
の
病
棟
管
理
日
誌
」

に
ポ
ン
ポ
ン
と
押
し
て
い
く
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実

際
は
一

度
も
使
用
し
た
こ
と
は
な
い

に

も
拘
ら
ず
、

消
炎
鎮
痛
処
置
（
ホ
ッ

ト
バ

ッ

ク
）

は
、

監
査

用
に
二

年
前
に

買
っ

た
も
の
の

た
よ

う
に

記
入
し
て
い

る
と
の

事
で

す
。

（
資
料
4

S
12

参
照
）

保
安

係
が
患
者
の

足
を
さ
す
っ

た
り
し
、

カ
ル
テ
上
は

技
師
が
理

学
捩
法
を

行
っ

と
し
て

「

月
0
0

人
や
っ

た
と
し
て
カ
ル
テ
に
ゴ

ム

印
を
押
す
よ
う
。

部
位
は

見

安
田

病
院
や
大
厭
円
生
病
院
で
は
、

多
く
の

患
者
さ
ん
に
理

学
療
法
を

行
っ

た

レ
セ
プ

ト
上
も
特
別
食
が
支
給
さ
れ
た
よ

う
に

書
い

て
、

J

の

と
お
り
の

薬
を
ち
ゃ

ん
と
飲
ん
で
い

た
と

証
明
す
る

為
で

す
。

持
っ

て

回
答
す
る

医
師
や

職
員
が
い

な
い

為
と
人
手
不
足
の

結
果
で

す
。

患

者
の

、

袋
に
二

重
に

入
れ

て
捨
て

ら
れ
て
い

ま
し
た
。

ず
、

看
護
婦
の

手
が
足
り
な
い

為
、

重
症
患
者
に
一

本
の

点
摘
注

射
が

大
き
な

乖
離
が
あ
る
。

」

と
、

元
職
員
ら
は
こ
の

点
を

悩
ん
で
い

ま
す
。

に

書
か
れ

保
険
請
求
さ
れ
て
い

る

内
容
と
の

間
に
、

2

他

方
、

」
の
三

病
院
で
は
、

「
実
際
に

行
わ
れ
て
い

る

医
療
行
為
と
レ
セ
プ

ト

ら
れ
、

実
際
に
い

な
い

看
護
婦
に
な

り
す
ま
す
よ
う

指
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

じ

た

時
、

大
阪
府
の

職
員
か
ら
「
住
所
・

電
話
番
号
」

な
ど
を

聞
か

れ
る
と

答
え

そ
の

他
、

従
前
の

監
査

時
に
は
、

実
際
に
は
ほ
と
ん
ど

検
食
や

食
事
指
導
を
し

て
い

な
い
の

に
、

食
事
箋
・

食
事
指
導
録
・

各
種
点
検
表
・

検
食
簿
な
ど
の

形
式

だ

け
は
監
査
に

間
に
あ
う
よ
う
大
慌
て
で

揃
え
て
い

る
と
の

事
で

す
。

請
求
（
診
療
報
酬
請
求
）

例
え
ば
、

安
田
病
院
で
は
、

患
者
に

毎
日
の

よ

う
に

点
滴
注

射
を
す
る

指
示
が

出
ま
す
が
、

医
療
監

視
の

あ
る
日
に
は
一

斉
に

点
漉
が
行
わ
れ
た

り
す
る
も
の
の

普
通
の

日
は
、

行
わ
れ
る

位
で
、

他
の

患
者
に
は
点
摘
を
す
る

時
間
が
な

く
、

大
量
の

点
滴
が
、

毎
日

午
前
―
一

時
前
後
に
、

病
院
の

ト
イ
レ

や
流
し
か
ら
捨
て

ら
れ
て
い

ま

す
。

ま
た
、

高
齢
で

寝
た

き
り
の

患
者
は
、

大
き
な
飲
み

薬
を

呑
み
込
む

事
が
で

き

そ
の

患
者
の

薬
袋
と

直
近
の
一

週
間
分
の

薬
以

外
は
、

直
近
の
一

週
間
分
の

薬
を
捨
て

な
い
の

は
、

保
険
請
求
す
る
も
の
の
、

オ
シ

メ
を

捨
て
る
ゴ

こ

れ
も
現
場
の

医
療
に

責
任
を

万
一
、

患
者
が

死
亡
し
た

場
合
、

従

前
に

は
、

栄
養
士
は
、
／
患
者
の

病
気
に
応
じ
た

食
事
メ
ニ
ュ

ー

を
「

腎
臓
食
・

肝

臓
食
·

膵
臓
食
等
」

と

書
き
、

実
際
の

食
事
内
容
は

殆
ど
の

患
者
が

全

く
同
じ
で

あ
り

食
事
の

盆
に

患
者
さ
ん
の

名
札
す
ら
つ
い

て
い

な
い
の

が

実
態
で

す
。

に

行
っ

て

動
か
ん

所
を
書
い

と
け
ば
い
い
」

と
の

安
田
院
長
の

指
示
が

あ
り
、

実

際
に

は

何
も

円
生
病
院
や
大
和
川
病
院
で
は
し
て
い

ま
せ

ん
。

安
田

病
院
で
は
、

こ

れ
を
し
た

と
し
て

保
険

ら

れ
な
い

と

発
言
し
て
い

ま
す
。

そ

う
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更
に

、

せ
ら
れ
て
い
ま
す

。

看
護
婦
が
い
な
い
時
は
、

す
。

側
の
「
状
態
欄
」

し
処
置
し
て
い
ま
す

。

＿

二
時
で
医
師
が
帰
っ

て
し
ま
う
為 、

付
添
婦
か
看
護
肋
手
が

、

処
置
し
た
後
に
、

―

二
時

（
マ
ニ
ュ
ア
ル
原
本
は
、

゜

カ
ル
テ
の
記
入
は
、

医
師
が
カ
ル
テ
左

そ
の
場
で
判
断

現
場
で
容
態
の
急
変
が
あ
っ

た
時
に
、

医
師
は
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
や
っ

て
下

意
見
は
全
く
聞
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん

。

（
資
料
10
ー

1
s
4

参
照
）

で
す
か
ら
、

）
の
時
も
、

看
護
資
格
の
有
無
は
閑
係
が
あ

届
い
た
「
患
者
指
示
簿
」

を
見
な
が
ら
カ
ル
テ
の
右
の

に
医
療
行

っ
て
い
く
為
の
集
計
作
業
が

、

で
行
わ
れ

、

そ
の
後

、

診
療
報
酬
支
払
基
金
に
持

月
五
日
S

八
日
ま
で
の
間
に
、

「
付
箋
外
し
」

が
安
田
病
院
五
階
の
管

て
い
き
、

そ
の
場
で

者
指
示
簿
」

に
写
し
ま
す

。

に
、

安
田
院
長
の
指
示
の
付
箋
が
着
い
た
レ
セ
プ
ト

を
と
り
に
い
き
ま
す

。

院
と
も
同
じ
で
す

。

用
紙
を
持
っ

て
帰
り
、

そ

の

後
，

「
付
箋
外
し
」

の
行
為
を
三
病
院
一

斉
に
始
ま
り
ま
す

。

毎

理
室
の
隣
（
栄
養
士
の
部
屋
）

そ
う
し
た

そ
の
ま
ま
、

為
を
一

ヶ
月
分
づ
つ
記
入
し
ま
す

。

り
ま
せ
ん

。

実
際
の
医
療
行
為
と
し
て

、

さ
い
」

と
指
示
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
か
ら
、

深
夜
ま
で
続
き
ま
す

。

「
処
置
欄
」

各
病
院
に
動
務
し
て
い
る
医
師
た
ち
の

看
護
婦
が
い
れ
ば

、

に
後
追
い
で
記
入
す
る
シ
ス
テ
ム
と―――
病
院
と
も
な
っ

て
い
ま

面
談
当
日
持
参
）

患
者
死
亡
時
で
も
昼
の

酸
素
吸
入
等
の
処
置
も
さ

前
に
死
亡
し
た
患
者
の
死
亡
診
断
書
も
看
護
婦
が
記
載
し
て
安
田
院
長
に
提
出
し
、

印
鑑
は
事
務
所
の
方
で
押
印
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す

。

大
和
川
病
院
や
大
阪
円
生
病

又
、

安
田
病
院
に
レ
セ
プ
ト

用
紙
を
持
っ

付
箋
に
書
か
れ
て
い
る
安
田
院
長
の
指
示
内
容
を

、

「
患

そ
の
後

、

「
指
示
受
け
」

と
称
し
、

各
病
棟
詰
所
内
に
そ
の

一
病

と
り
に
来
い
。

」

と
の
連
絡
を
受
け
、

レ
セ
プ
ト

を
書
い
て
い
る
者
が
安
田
病
院

後
は
一

本
と
し
ろ
。

」

と
の
指
示
が
月
の
は
じ
め
に
出
ま
す
と
、

「
出
来
た
か
ら
、

っ

て
い
る
。

）

と
尋
ね
る
と
安
田
院
長
が
付
箋
で
「
点
滴
は
二
六
日
間
で
い
け
。

「
点
滴
は
0
日
分
」

れ
を
提
出
し
な
い
と
給
料
は
貰
え
な
い
。

た
時
点
で

、

詰
所
代
表
と
し
て
安
田
院
長
に
提
出
し

そ
の
詰
所
全
員
の
給
料
が
出
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に一
二
病
院
と
も
な

（
記
入
す
る
者
は
、

看
護
資
格
の
有
無
は
関
係
が
な
い

。

そ

そ
の
仕
事
は
、

月
末
ま
で
に
、

各
病
棟
で

、

レ
セ
プ
ト

用
紙
に
付
箋
を
付
け

結
徽
的
に
、

一
病
院
の
医
療
実
態
を
表
し
て
い
ま
す

。

そ
の
他
に
も
、

疑
問
点
は
多
々
あ
り
ま
す
が

、

レ
セ
プ
ト

書
き
の
仕
事
が
最
も

請
求
す
る
よ
う
指
示
が
あ
り
、

レ
セ
プ
ト

書
き
し
た
と
発
言
し
て
い
ま
す

。
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七
）

基
づ

い

て
、

一

病
院

同

時
の

立

入

検
査

を

実
施
さ
れ
る
よ

う
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
・

チ

ー
ム

を

紐
織
さ

れ
、

大

阪
府
と
と

も
に
、

以

上

（

同

法

第
三

八

条
の

更
に
、

医

療
法

第
六

三

条
に

＜ 
ヽ ,‘

‘
 

と
カ

是

非
と
も

必

要
で

す
。

つ

き
ま

し

て

は
、

今

回
は

前

回
の

よ

う
な

中

途

半

端
な

取
り

組
み

に

終

わ

る

事
な

医

療
法
に

違
反
す
る

疑
い

が

濃

厚
な

医

療

実
態
に

鑑
み
、

貴

省
内

部
で

合

同
の

第
三

八

条
の

六
に

基
づ

い

て
、

の

前

提
と
し

て
、

大

和
川
病
院
に

対
し

改
善
命
令

精

神
保

健
法

立

入

検
査
も

同

時
に

実
施
さ

れ

る
よ

う

要
望
い

た

し

ま

す
。

こ
、

•
つ

ニ

病

院
に

対
し
、

予
告
な
し
の
一

斉
か
つ

同
時
の

立

ち

入
り

検
査

を

す
る
こ

る
に

は
、

職

員
ら
の

J

う
し
た

事
前
工

作
が

で

き
な
い

よ

握
は

困

難
だ

と

思
い

ま

す
。

院

間
で

医

療
ス

タ
ッ

フ

を

廻
し

あ
っ

て

調
整
し
た

り
、

或
い

は

書

類
の

形

式

上

は

完

そ
こ

で
、

右
三

病
院
の

真

実
の

医

療

実

態

等

を

把

握
す

「

陳
述

書
」

を
熟

読
し
、

全
に

整

え

ら
れ
て
し

ま
っ

て

い

る
の

で
、

い

く
ら

や
っ

て

も
、

そ

の

医

療

実
態
の

把

の

医

療
監

視
及
び
立
ち

入
り

検
査

並
び
に
レ
セ
プ

ト
の

書

類

審
査
の

み

で

は
、

ニ

病

七
、

以

上
の

よ

う
な

次
第
で

す
か

ら
、

）

の

三

病
院
に
つ

い

て
、

予
め

予
告
し

た

上

で

態

と

な
っ

て

い

る
の

で

す
。

さ

れ
な

い

よ

う
一

ヶ

月
分
の

注

意

と
指

導
が

な

さ
れ
、

カ
ル

テ

も

医

師

も
そ

れ
に

J

の

安
田

会

長
の

言
い

な

り
の

何

時
間
か
の

う
ち
に
、

付
箋
に

よ

り
、

薬
や

注

「

怖
く
て

仕

方
が

な
い
L

と
の

訴
え

に

繋
が
っ

て
い

ま

す
。

‘.
9
 

J

し

「

又
、

殺
し

や
が
っ

た
か
。

す

ぐ
お

参
り
に

行
っ

て

院
で

も
、

春
日

院
長
と
詰

所
の

看
護

婦
等
ら
で

安
田

基

隆
院
長
に

提

出
に

大

阪

市

内
の

長

居
ま

で

行
き
ま

す
。

」

と

怒

ら
れ
る
の

が

常
だ
っ

た

と
の

事
で
す
。

こ
の

シ
ス

テ
ム

事
態
が
、

中
の

職

員
か

ら

医

療
法
違
反
の

実
態

を

繰
り

返
し

生
み

出
し

て

お

り
、

射
の

指
示
や

変
更
、

病
名
の

追
加
・

訂
正

等
が

指

示
さ

れ
、

支

払
基

金

で

問
題
に

左

右
さ
れ

る

為
、

動
務
者
が
、

看

護

資
格
を
持
っ

て
い

る
か

否
か

は

関

係
な
い

実

- 2 0 - - l 9 -

10




